
JP 6619985 B2 2019.12.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも自列車の応荷重情報を基に自列車の全電気ブレーキによる最大ブレーキ力特
性を設定する最大ブレーキ力特性設定手段と、
　前記最大ブレーキ力特性、及び、次駅の目標到着時刻の各情報に基づいて、全電気ブレ
ーキによる最大ブレーキ力を利用して当該目標到着時刻以前に次駅に停車するための前記
次駅までの巡航速度を設定する巡航速度設定手段と、を備え、
　前記巡航速度の情報に基づいて、前記次駅までの駅間におけるブレーキパターンを決定
するブレーキパターン決定手段を備え、
　前記巡航速度及び前記ブレーキパターンに基づいて列車の走行速度を自動制御すること
を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動列車運転装置であって、
　前記巡航速度の設定処理を、これから発車する駅の発車前に実施して、当該巡航速度に
基づいて列車の走行速度を制御し、
　前記ブレーキパターンの決定処理を、前記駅の発車後から前記次駅までの駅間における
ブレーキ開始までに完了させて、当該ブレーキパターンに基づいて列車の走行速度を制御
することを特徴とする自動列車運転装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の自動列車運転装置であって、
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　前記最大ブレーキ力特性が、速度に応じたブレーキ力として定義されること、
　を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の自動列車運転装置であって、
　前記ブレーキパターンが前記次駅への停止制御におけるブレーキパターンであること、
　を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の自動列車運転装置であって、
　前記最大ブレーキ力特性設定手段は、天候情報を取得し、雨又は雪を含む車輪が滑りや
すい天候条件においては、晴れ及び曇りの天候条件の場合と比べて、前記最大ブレーキ力
特性のブレーキ力を小さく設定すること、
　を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の自動列車運転装置であって、
　前記最大ブレーキ力特性設定手段は、列車を駆動する駆動装置の故障情報を取得し、故
障した駆動装置がある場合においては、故障した駆動装置がない場合と比べて、前記最大
ブレーキ力特性のブレーキ力を小さく設定すること、
　を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の自動列車運転装置であって、
　前記巡航速度設定手段は、前記目標到着時刻と駅間路線条件と車両条件と前記最大ブレ
ーキ力特性とを基に、所定の第一の巡航速度と前記最大ブレーキ力特性で次駅まで走行し
た場合に、目標到着時刻以前に前記次駅へ到着できるか否かを判定する到着時刻遵守可否
判定手段と、
　前記到着目標着時刻以前に前記次駅へ到着できない場合に、巡航速度を前記第一の巡航
速度より高い第二の巡航速度に設定する巡航速度決定手段とを備えること、
　を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の自動列車運転装置であって、
　前記到着時刻遵守可否判定手段は、前記駅間路線条件と前記車両条件と前記第一の巡航
速度と前記最大ブレーキ力特性とを入力として、走行シミュレーションを実施し、その結
果である駅間走行時分に基づいて前記目標到着時刻以前に前記次駅へ到着できるか否かを
判定すること、
　を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の自動列車運転装置であって、
　既定の固定ブレーキパターンを保持し、前記ブレーキパターン決定手段の演算終了が自
列車の停止制御開始タイミングに間に合わないことが判定された場合に、前記固定ブレー
キパターンを使用して列車の走行速度を制御すること、
　を特徴とする自動列車運転装置。
【請求項１０】
　列車を運転する運転士に運転操作を教示することにより列車の運転を支援する列車運転
支援装置であって、
　少なくとも自列車の応荷重情報を基に自列車の全電気ブレーキによる最大ブレーキ力特
性を設定する最大ブレーキ力特性設定手段と、
　前記最大ブレーキ力特性、及び、次駅の目標到着時刻の各情報に基づいて、全電気ブレ
ーキによる最大ブレーキ力を利用して当該目標到着時刻以前に次駅に停車するための前記
次駅までの巡航速度を設定する巡航速度設定手段と、
　前記巡航速度の情報に基づいて、前記次駅までの駅間におけるブレーキパターンを決定
するブレーキパターン決定手段と、
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　前記巡航速度と前記ブレーキパターンによる前記次駅までの走行パターンを実現するた
めの運転操作を前記運転士に教示する運転操作教示手段とを備えることを特徴とする列車
運転支援装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の列車運転支援装置であって、
　前記走行パターン教示手段は、前記巡航速度に関する教示内容を駅の発車前までに出力
し、ブレーキパターンに関する教示内容を駅の発車後から前記次駅までの駅間におけるブ
レーキ開始までに出力させること、
　を特徴とする列車運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、列車運行を実施する自動列車運転装置、あるいは列車運転支援装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道運行の省エネ化方法の一つに、駆動用のモータを発電機として用いて、減速時の運
動エネルギを電気エネルギに変換して再利用する、電気ブレーキの活用がある。一般的に
、要求されたブレーキ力に対し、電気ブレーキで賄えないブレーキ力は空気ブレーキで補
われるが、これに対し、空気ブレーキの補足を避け、電気ブレーキのみで制動を行うこと
で損失低減を図る、全電気ブレーキという考え方がある。全電気ブレーキの考え方は、特
許文献１で開示されている。
【０００３】
　図２を参照して全電気ブレーキの考え方を概説する。一般に、電気ブレーキにはモータ
の性質上、発生可能なブレーキ力が高速域で小さくなるという特性があり、その最大ブレ
ーキ力は、高速域から減速するに連れて図２の記号「Ｋ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｃ」のように変化
する。このとき、図２の記号「Ｌ→Ｄ→Ａ」で表されるような、速度に依らず一定のブレ
ーキ力が要求された場合、図２の記号「Ｋ→Ｄ→Ｌ→Ｋ」で囲まれる範囲は電気ブレーキ
ではなく空気ブレーキによって補足され、熱として失われる。このような空気ブレーキ補
足による損失を避けるブレーキ方式が全電気ブレーキであり、例えば、図２の記号「Ｋ→
Ｄ→Ａ」というブレーキ力指令を使用する。
【０００４】
　列車運行ダイヤの過密化やホームドアの整備等を背景に導入が進む、自動列車運転装置
、あるいは、列車自動停止制御装置では、通常、空気ブレーキ補足を伴う一定のブレーキ
力で停止制御を行っている。そのため、前記の全電気ブレーキを採用した場合、高速域で
空気ブレーキ補足が無い分、制動中の減速度が小さくなる。
【０００５】
　制動中の減速度が小さくなると、空気ブレーキ補足を伴う一定のブレーキ力で停止制御
を行う場合と比べ、手前の位置から減速を開始する必要がある。その結果、駅間の平均速
度が低下し、駅間走行時分が延長する。時分の延長量の例として、特許文献１には５秒（
最高速度１００ｋｍ／ｈ、ブレーキ力低減開始速度５０ｋｍ／ｈ程度の場合）と記載され
ている。最高速度が上昇すれば、時分の延長量が１０秒を超える場合もあり、１５秒刻み
で運行ダイヤが計画されているような路線に全電気ブレーキを導入すると、定時性への悪
影響が発生する可能性がある。
【０００６】
　そこで、高速域での減速度低下による走行時分延長を補って定時性を維持するために、
駅間走行パターンの調整が必要となる。調整方法には、「巡航速度の増加」「低速域での
ブレーキ力増加」の２種類が考えられる。駅間の走行パターンの例を示す図３と図２を用
いて、前記２種類の走行パターン調整方法を説明する。
【０００７】
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　基準となる、空気ブレーキ補足を伴う一定のブレーキ力を前提とした走行パターンの例
は、図３の記号で「ａ→ｂ→ｃ→ｄ」と表される。当該走行パターンにおけるブレーキ力
特性は、図２の記号「Ｌ→Ｄ→Ａ」で表される。
【０００８】
　全電気ブレーキを使用し、定時性を維持するための調整に「巡航速度の増加」を用いた
場合の走行パターンの例は、図３の記号で「ａ→ｆ→ｇ→ｄ」と表される。当該走行パタ
ーンにおけるブレーキ力特性は、図２の記号「Ｋ→Ｄ→Ａ」で表される。当該走行パター
ンでは、前記の基準となる走行パターンと比べて、巡航速度が増加している（図３中、第
１の巡航速度から第２の巡航速度へ）。すなわち、高速域での減速度低下に伴う走行時分
延長を、定速走行区間の走行時間短縮で補っている。
【０００９】
　全電気ブレーキ使用下で定時性を維持するための調整に「低速域でのブレーキ力増加」
を用いた場合の走行パターンの例は、図３の記号で「ａ→ｂ→ｋ→ｄ」と表される。当該
走行パターンにおけるブレーキ力特性は、図２の記号「Ｋ→Ｅ→Ｂ」で表される。このブ
レーキ力特性は、モータとして出力可能な全電気ブレーキ力（図２の記号「Ｋ→Ｄ→Ｅ→
Ｆ→Ｃ」）の範囲内で、低速域のブレーキ力を増加させたものである。当該走行パターン
では、前記の基準となる走行パターンと比べて、低速域での減速度が増加することで、低
速域の減速を短時間で済ますことができ、高速域での減速度低下に伴う走行時分延長分を
補っている。
【００１０】
　以上が、前記２種類の走行パターン調整方法の説明である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００９－２９６７３３号公報
【特許文献２】特開平５－１９３５０２号公報
【特許文献３】特開２００８－５５８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ブレーキパターンが固定であった、従来の駅間走行パターンの調整においては、巡航速
度が主な自由度であった。特許文献２には、巡航速度を主な自由度とする走行パターン調
整方法が開示されている。あるいは、巡航速度は変更せず、走行中に残走行時分に応じて
、複数のブレーキパターンから適切なものを選択する方法が特許文献３に開示されている
。
【００１３】
　これらに対し、全電気ブレーキ採用時には、上記の通り、巡航速度とブレーキパターン
という２種類の自由度があり、走行パターン調整の演算負荷が大きくなる。車上に搭載す
る演算装置の性能が、走行パターン調整の演算負荷に対して十分でない場合、走行パター
ン調整の精度を落とさざるを得ず、全電気ブレーキによる省エネ効果を限定することや、
定時性を損なうことにつながる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
【００１５】
　本願は上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、「少な
くとも自列車の応荷重情報を基に自列車の全電気ブレーキによる最大ブレーキ力特性を設
定する最大ブレーキ力特性設定手段と、前記最大ブレーキ力特性、及び、次駅の目標到着
時刻の各情報に基づいて、全電気ブレーキによる最大ブレーキ力を利用して当該目標到着
時刻以前に次駅に停車するための前記次駅までの巡航速度を設定する巡航速度設定手段と
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を備え、前記巡航速度の情報に基づいて、前記次駅までの駅間におけるブレーキパターン
を決定するブレーキパターン決定手段を備え、前記巡航速度及び前記ブレーキパターンに
基づいて列車の走行速度を自動制御すること、を特徴とする自動列車運転装置」又は「少
なくとも自列車の応荷重情報を基に自列車の全電気ブレーキによる最大ブレーキ力特性を
設定する最大ブレーキ力特性設定手段と、前記最大ブレーキ力特性、及び、次駅の目標到
着時刻の各情報に基づいて、全電気ブレーキによる最大ブレーキ力を利用して当該目標到
着時刻以前に次駅に停車するための前記次駅までの巡航速度を設定する巡航速度設定手段
と、前記巡航速度の情報に基づいて、前記次駅までの駅間におけるブレーキパターンを決
定するブレーキパターン決定手段と、前記巡航速度と前記ブレーキパターンによる前記次
駅までの走行パターンを実現するための運転操作を前記運転士に教示する運転操作教示手
段とを備えることを特徴とする列車運転支援装置。」である。
【発明の効果】
【００１６】
　全電気ブレーキによる省エネ効果と定時性を両立できる走行パターンを、低い演算負荷
で作成することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の自動列車運転装置の全体構成の例を示す図である。
【図２】モータによる電気ブレーキのブレーキ力特性例を説明する図である。
【図３】空気ブレーキ込みを前提とした駅間走行パターンと全電気ブレーキを使用した駅
間走行パターンを比較する図である。
【図４】本発明の自動列車運転装置における巡航速度設定手段の構成例を示す図である。
【図５】本発明の自動列車運転装置における走行パターン計画手段の処理例を示すフロー
チャートである。
【図６】本発明の自動列車運転装置における到着時刻遵守可否判定手段の構成例を示す図
である。
【図７】本発明の列車運転支援装置の全体構成の例を示す図である。
【図８】本発明の列車運転支援装置における教示内容作成手段の画面出力の例である。
【図９】本発明の列車運転支援装置における教示内容作成手段の画面出力の別の例である
。
【図１０】本発明の列車運転支援装置における教示内容作成手段の画面出力の別の例であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
図１～１０を用いて、各実施形態を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１９】
　本実施例では、出力可能な最大全電気ブレーキ力特性に基づいて、発車前に駅間の巡航
速度を設定し、その後、停止制御開始までの間に、当該設定された巡航速度に基づいて、
ブレーキパターンを決定する自動列車運転装置の例を説明する。
【００２０】
　まず、図１を参照して、本発明の自動列車運転装置１０１の構成について説明する。自
動列車運転装置１０１は、駅間の走行パターンを計画する走行パターン計画手段１０２と
、前記走行パターン計画手段１０２で計画された走行パターンに従って列車を走行させる
ための制御指令を算出する制御指令算出手段１０３と、で構成される。走行パターンの一
例として、位置に応じた目標走行速度が挙げられる。図１に示すように本実施例では前記
自動列車運転装置１０１を車上に搭載する例を示すが、前記走行パターン計画手段１０２
を地上に、前記制御指令算出手段１０３を車上に分散させて配置することも可能である。
【００２１】
　前記走行パターン計画手段１０２は、最大全電気ブレーキ力特性設定手段１０４と、巡
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航速度設定手段１０５と、ブレーキパターン決定手段１０６とから構成される。
【００２２】
　前記最大全電気ブレーキ力特性設定手段１０４は、応荷重情報、天候情報、および列車
駆動用の駆動装置の主回路の故障情報を入力とし、当該列車で現在出力できる最大の全電
気ブレーキ力特性を設定する。本設定方法は後述する。前記最大全電気ブレーキ力特性設
定手段１０４から出力されたブレーキ力特性は、前記巡航速度設定手段１０５と前記ブレ
ーキパターン決定手段１０６とに入力される。
【００２３】
　前記巡航速度設定手段１０５は、自列車の現在駅の予定発車時刻と、自列車の次駅への
目標到着時刻と、次駅までの駅間路線条件と自列車の車両条件と、前記最大全電気ブレー
キ力特性設定手段１０４の出力である最大全電気ブレーキ力特性と、を入力とし、次駅ま
での走行パターンにおける巡航速度を設定する。本設定方法は後述する。ここで前記駅間
路線条件には、少なくとも駅間距離と、路線勾配と、曲線情報と、制限速度情報のいずれ
かが含まれる。また、前記車両条件には、少なくとも、車両の加速特性が含まれる。また
、前記巡航速度は、定速運転時の目標速度、あるいは、惰行と再力行を行って走行する区
間の平均速度を規定する。前記巡航速度設定手段１０５から出力された巡航速度は、前記
制御指令算出手段１０３と前記ブレーキパターン決定手段１０６とに入力される。
【００２４】
　前記ブレーキパターン決定手段１０６は、前記最大全電気ブレーキ力特性と、前記巡航
速度と、前記目標到着時刻と、前記駅間路線条件と、前記車両条件と、を入力とし、次駅
までの駅間走行の停止制御におけるブレーキパターンを決定する。本決定方法は後述する
。ここでブレーキパターンは、位置に応じた目標速度として表現する方法が考えられる。
前記ブレーキパターン決定手段１０６から出力されたブレーキパターンは、前記制御指令
算出手段１０３に入力される。
【００２５】
　前記制御指令算出手段１０３は、前記巡航速度設定手段１０５から取得する巡航速度を
加速および定速走行の目標速度（あるいは、惰行再力行走行における目標平均速度）とし
、また、前記ブレーキパターン決定手段１０６から取得するブレーキパターンを停止制御
時の目標速度とする。そして、前記自動列車運転装置１０１の外部から取得する自列車の
車両速度と車両位置を入力として、これらの目標速度に沿った運転がなされるように、制
駆動制御装置へ制御指令を出力する。
【００２６】
　以上が自動列車運転装置１０１の構成の説明である。
【００２７】
　次に、図４を参照して、前記巡航速度設定手段１０５の内部構成を説明する。前記巡航
速度設定手段１０５は、到達時刻遵守可否判定手段４０１と巡航速度決定手段４０２とか
ら構成される。
【００２８】
　前記到着時刻遵守可否判定手段４０１は、前記予定発車時刻と、前記目標到着時刻と、
前記駅間路線条件と、前記車両条件と、を入力として、自列車が次駅に前記目標到着時刻
までに到着できるか否かを判定する。前記巡航速度決定手段４０２は、前記判定の結果に
基づいて、前記巡航速度設定手段１０５として設定する巡航速度を決定する。前記到着時
刻遵守可否判定手段４０１と前記巡航速度決定手段４０２における処理の詳細は後述する
。
【００２９】
　以上が、前記巡航速度設定手段１０５の内部構成の説明である。
【００３０】
　次に、図５のフローチャートを参照して、前記走行パターン計画手段１０２の内部で行
われる処理を説明する。ステップ５０１では、自列車が駅に停止しているか否かを判定し
、駅に停止している場合はステップ５０２へ進む。未停止の場合は処理を終える。
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【００３１】
　ステップ５０２では、前記最大全電気ブレーキ力特性設定手段１０４が、自列車の応荷
重情報、天候情報、および、駆動装置の故障情報を取得する。応荷重は車両毎に空気ばね
の圧力から算出された値である。天候情報は例えば列車外部から無線通信等で取得する方
法があり、少なくとも降雨や降雪の有無に関する情報が含まれる。駆動装置の故障情報は
例えば車両情報制御装置から取得する方法がある。
【００３２】
　ステップ５０３では、前記最大全電気ブレーキ力特性設定手段１０４が、ステップ５０
２で取得した情報を用いて、自列車の最大全電気ブレーキ力特性を設定する。ここでブレ
ーキ力特性は、図２の記号「Ｋ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｃ」で例示されるように、速度に応じたブ
レーキ力として表される。列車全体での最大全電気ブレーキ力特性は、各動力台車に搭載
されたモータの最大全電気ブレーキ力特性の和である。ステップ５０２で取得した駆動装
置の故障情報で、故障と判定されている駆動装置が駆動するモータがある場合、当該モー
タの分だけ、列車全体での最大全電気ブレーキ力特性が小さくなる。
【００３３】
　各モータの最大全電気ブレーキ力特性は、低速域のブレーキ力が一定の部分（図２の記
号「Ｃ→Ｆ」）と、速度増加に伴ってブレーキ力が減少する部分（図２の記号「Ｆ→Ｅ→
Ｄ→Ｋ」）に分けられる。前者の一定ブレーキ力の値は、予め設計値として定められた設
計最大ブレーキ力以下の範囲で、ステップ５０２で取得した応荷重情報および天候情報に
よって決定される。
【００３４】
　具体的には、応荷重情報から計算される軸重に、天候情報から決まる粘着係数を乗じる
ことで、各動力台車が滑走を発生させずに出力し得る最大ブレーキ力を推定計算し、当該
推定値と前記設計最大ブレーキ力との大小関係で小さい方が、前記の一定ブレーキ力の値
として採用される。ここで粘着係数は、降雨あるいは降雪の天候情報がある場合は、そう
でない場合と比較して小さく設定される。
【００３５】
　ステップ５０４では、前記巡航速度設定手段１０５に含まれる前記到着時刻遵守可否判
定手段４０１が、前記目標到着時刻と、前記駅間路線条件と、前記車両条件と、を取得す
る。
【００３６】
　ステップ５０５では、前記到着時刻遵守可否判定手段４０１において、所定の第一の巡
航速度と前記の最大全電気ブレーキ力特性とに従って次駅間を走行した場合に、自列車が
次駅の目標到着時刻を遵守できるか否かを判定する。当該判定の方法は後述する。前記第
一の巡航速度は、各駅間について、駅間の制限速度から下方に一定の余裕（例えば５ｋｍ
／ｈ）を持たせた速度に設定することが考えられる。
【００３７】
　ステップ５０６では、ステップ５０５の判定結果に基づき、前記巡航速度決定手段４０
２において、遵守可の場合はステップ５０７ａへ遷移し、遵守不可の場合はステップ５０
７ｂへ遷移する。
【００３８】
　ステップ５０７ａでは、前記巡航速度決定手段４０２において、次駅間の巡航速度とし
て前記第一の巡航速度を設定する。ステップ５０７ｂでは、前記巡航速度決定手段４０２
において、次駅間の巡航速度として、前記第一の巡航速度よりも高い第二の巡航速度を設
定する。前記第二の巡航速度は、各駅間について、制限速度の範囲内で、前記第一の巡航
速度よりも所定幅（例えば２ｋｍ／ｈ）高い速度に設定することが考えられる。
【００３９】
　なお、前記第一の巡航速度、および前記第二の巡航速度とは、定速運転を実施する場合
には定速運転の目標速度であり、惰行と再力行を使用する運転方法においては、
当該運転方法で走行する区間における平均速度に対応する。
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【００４０】
　ステップ５０８では、前記巡航速度設定手段１０５から前記制御指令算出手段１０３に
対し、駅間の巡航速度が伝達され、発車準備完了となる。
【００４１】
　ステップ５０９では、前記ブレーキパターン決定手段１０６において、前記巡航速度設
定手段１０５で設定された巡航速度で走行すると仮定した場合に、次駅への目標到着時刻
を遵守可能なブレーキパターンを決定する。ここで決定されるブレーキパターンは、前記
最大全電気ブレーキ力特性設定手段１０４で設定されたブレーキ力特性以下の範囲内で設
定されることが望ましいが、発車後に次駅の目標到着時刻が前倒しされた場合のように、
より強いブレーキ力が必要な場合には、空気ブレーキの補足を伴うブレーキパターンに設
定されることも有り得る。残走行時分に応じて、複数のブレーキパターンから適切なもの
を選択する方法は、例えば特許文献３に開示されている方法を用いることができる。
【００４２】
　ここで、目標到着時刻を遵守するブレーキパターンの生成が、自列車の停止制御開始タ
イミングに間に合わない恐れがあることを判定する仕組みを設け、間に合わないと判定さ
れた場合に、既定の固定ブレーキパターンを使用して駅への停止制御を行うよう、バック
アップの仕組みを設けておいても良い。こうすることで、ブレーキパターンの生成が遅れ
た場合でも、確実に停止制御を開始できるという効果がある。前記判定基準の例として、
駅間の中間地点で前記ブレーキパターン決定手段１０６によるブレーキパターン生成が終
わっているか否かを判定基準とすることが考えられる。
【００４３】
　以上が、前記走行パターン計画手段１０２の内部で行われる処理の説明である。
【００４４】
　次に、図６を参照して、前記到着時刻遵守可否判定手段４０１の構成要素、および前記
ステップ５０５の処理内容詳細を説明する。前記到着時刻遵守可否判定手段４０１は、駅
間走行時分シミュレーション手段６０１と到着時刻比較手段６０２とから構成される。
【００４５】
　前記駅間走行時分シミュレーション手段６０１は、前記駅間路線条件と、前記車両条件
と、前記最大全電気ブレーキ力特性と、を入力として数値シミュレーションにより駅間走
行時分を出力する。この数値シミュレーションにおいては、前記第一の巡航速度を前提と
する。したがって、駅間の走行パターンは、前記車両条件と前記駅間路線条件で決まる加
速パターンと、前記第一の巡航速度による定速走行パターンもしくは惰行再力行による走
行パターンと、前記最大全電気ブレーキ力特性と前記駅間路線条件で決まる減速パターン
との組み合わせとなる。
【００４６】
　前記到着時刻比較手段６０２は、前記予定発車時刻と、前記目標到着時刻と、前記駅間
走行シミュレーション手段６０１から取得する駅間走行時分と、を入力とし、自列車の次
駅における到着時刻遵守可否を出力する。前記到着時刻比較手段６０２内部では、前記予
定発車時刻に前記駅間走行時分を加えた時刻である予定到着時刻と前記目標到着時刻とを
比較し、前記目標到着時刻よりも前記予定到着時刻が早いか（同時刻も含む）、あるいは
、前記目標到着時刻に対する前記予定到着時刻の遅れが所定範囲内であれば、到着時刻遵
守可の判定結果を出力する。それ以外の場合は到着時刻遵守不可の判定結果を出力する。
【００４７】
　ここで前記所定範囲は、運用上の都合や利用客の利便性を考慮して定められる。運用上
の都合に関しては、自列車の次駅到着遅れが後続列車のダイヤ乱れに波及しないようにす
る必要がある。したがって、ダイヤが稠密な路線では、前記所定範囲は小さく設定される
。利用客の利便性に関しては、自列車の次駅到着遅れが、次駅での他列車への乗換えに支
障することとないようにする必要がある。したがって、次駅での他列車への乗換え時間に
余裕がない場合には、前記所定範囲は小さく設定される。
【００４８】



(9) JP 6619985 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

　以上が、前記到着時刻遵守可否判定手段４０１の説明である。
【００４９】
　最後に、本発明によって、全電気ブレーキによる省エネ効果と定時性を両立できる走行
パターンが、少ない演算負荷で作成可能となる仕組みを説明する。まず、本発明では、駅
間走行パターンの計画にあたり、巡航速度を先に決定し、その後にブレーキパターンを決
定する。これは、巡航速度は発車後、加速する際の目標速度であるため、発車前に優先し
て決定する必要があるのに対し、ブレーキパターンの決定は、自列車が発車して巡航速度
に到達した後、このブレーキパターンに基づく停止制御を開始するタイミングまでに実施
されればよい、という原理に基づく。
【００５０】
　本発明によれば、巡航速度を先に決定して制御指令算出手段に出力し、その後にブレー
キパターンを決定して制御指令算出手段に出力する構成としたため、発車前に駅間の走行
パターンを全て演算し終える必要は無く、巡航速度決定の演算処理は発車前に実施し、ブ
レーキパターン決定の演算処理は発車した後、遅くとも停止制御前までに完了させれば良
い。したがって、走行パターンの演算処理を時間的に分散させられるため、発車前に駅間
走行パターンを全て決定する方法と比較して、発車前の演算負荷の低減が可能になる。発
車前の演算負荷の低減は、必要となる車上の演算装置の性能を抑えることによる低コスト
化や、空いたリソースを活かした他機能の演算を可能にすることによる車上装置の高付加
価値化に貢献する。
【００５１】
　本発明は、走行パターンの演算処理を時間的に分散させる方法の中でも、発車前に行う
巡航速度決定の演算において、最大全電気ブレーキ力特性を考慮している点が特徴である
。走行パターンの演算処理を時間的に分散させる他の方法として、ブレーキパターンの限
界とは無関係に巡航速度を決定し、走行しながらブレーキパターンを決定する方法も考え
られるが、この方法では、定時性や省エネ性に課題がある。
【００５２】
　すなわち、強い全電気ブレーキが使用できないのにも関わらず、高い巡航速度を設定し
た場合、定時性を遵守するために空気ブレーキ補足を伴うブレーキを使用することとなり
、エネルギ損失が増加する。あるいは、空気ブレーキ補足をしないことを優先すると、早
いタイミングでのブレーキ開始が必要となり、定時性が損なわれる。逆に強い全電気ブレ
ーキが使用できるのにも関わらず、低い巡航速度を設定した場合、停止制御自体は全電気
ブレーキの範囲で実施できるものの、巡航速度を不必要に低く設定しているため、定時性
が損なわれる。
【００５３】
　本発明では、発車前に行う巡航速度決定の演算において、最大全電気ブレーキ力特性を
考慮しているため、定時性を維持しつつ、省エネ性を損なわない、適切な巡航速度の設定
が可能となる。以上が、本発明によって、演算負荷を低減しつつ省エネと定時性を向上で
きる仕組みの説明である。
【００５４】
　以上が実施例１の説明である。
【実施例２】
【００５５】
　本実施例では、出力可能な最大全電気ブレーキ力特性に基づいて決定された駅間の巡航
速度に関する情報を、発車前に運転士に教示し、その後、停止制御開始までの間に、当該
巡航速度に基づいて決定されたブレーキパターンに関する情報を運転士に教示する列車運
転支援装置の例を説明する。本実施例の列車運転支援装置によれば、運転士が列車を運転
する路線において、全電気ブレーキを活用しつつ、省エネ性や定時性に優れた手動運転が
可能である。
【００５６】
　まず、図７を参照して、列車運転支援装置７０１の構成について説明する。
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【００５７】
　前記列車運転支援装置７０１は、駅間の走行パターンを計画する走行パターン計画手段
１０２と、前記走行パターン計画手段１０２で計画された走行パターンに従って列車を走
行させるための運転操作に関して、運転士への教示内容を作成する教示内容作成手段７０
３と、で構成される。前記走行パターン計画手段１０２は、実施例１と同一であるため、
構成およびその内部処理の説明は省略する。
【００５８】
　前記教示内容作成手段７０３は、前記巡航速度設定手段１０５から取得する巡航速度を
加速および定速走行の目標速度とし、また、前記ブレーキパターン決定手段１０６から取
得するブレーキパターンを停止制御時の目標速度とする。そして、前記列車運転支援装置
７０１の外部から取得する自列車の車両速度と車両位置を入力として、これらの目標速度
に沿った運転がなされるように、運転操作の教示内容を作成する。教示内容は、運転操作
の内容が表示された画面や、適当なタイミングで出力される音声によって運転士に伝達さ
れる。前記教示内容作成手段７０３は液晶モニタやスピーカなどの出力装置を備えて構成
される。
【００５９】
　以上が列車運転支援装置７０１の構成の説明である。
【００６０】
　次に、前記教示内容作成手段７０３で作成される教示内容の具体例を図８、図９、図１
０を参照して説明する。
【００６１】
　図８は、運転操作を教示する画面表示の一形態であり、画面上には次駅までの駅間走行
パターンの描画と運転操作のポイント表示がある。駅間走行パターンは、発駅からの加速
と、所定速度での定速走行と、次駅に向けた減速と、から成る。走行パターンの表示には
、自列車の現在位置と速度を表すマークが重ね合わせて描画される。運転操作のポイント
表示は、加速と定速に関しては目標速度が、減速に関しては制動開始位置やノッチ操作が
教示される。運転操作を教示する画面表示の本形態によれば、駅間走行全体のイメージを
予め把握して運転操作を行うことができる。
【００６２】
　本実施例の列車運転支援装置における図８の画面表示の特徴として、加速と定速の目標
速度に関する内容は発車前に教示され、減速に関する内容は、加速と定速の目標速度に関
する教示より後のタイミングで教示される。画面上に描かれる走行パターンを表す線につ
いても、加速と定速の部分が先に描画され、減速の部分は後から描画される。
【００６３】
　減速に関する教示方法の別の方法としては、ブレーキパターンの決定前は、おおよその
減速開始位置やブレーキパターン表示（色を薄くするなど）に留め、ブレーキパターン決
定後に正確な情報を教示する方法も考えられる。この方法であれば、運転士が駅間走行の
全体感を予め把握し易くなる。なお、教示方法は図８に示すような画面上の表示に限らず
、音声による伝達手段が伴っていても良い。音声による伝達手段が伴うことで、運転士の
前方注視への影響を小さくすることができる。
【００６４】
　図９は、運転操作を教示する画面表示の別形態であり、現在速度表示領域（図９左側）
と、運転操作教示領域（図９右側）とから構成される。そして現在速度表示領域には、自
列車の現在の速度を指した円形状の速度メータが表示される。また速度メータの周囲には
環状の目標速度範囲表示部が表示され、この目標速度範囲表示部のうち、そのとき自列車
が目標とすべき速度範囲と対応する箇所が所定色で強調表示される。
【００６５】
　また運転操作教示領域には、前記走行パターン計画手段１０２が計画した走行パターン
で自列車を走行させるために、運転士が行うべき運転操作の操作内容が表示される。例え
ば図９の例では、まず「８０ｋｍ／ｈまで加速」し、その後「８０ｋｍ／ｈの速度を維持
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」した後、「２３．１０ｋｍ地点から減速」すべきことが示されている。そして、これら
操作内容のうち、現在、運転士が行うべき運転操作の操作内容を表示した部分が所定色で
強調表示される。
【００６６】
　運転操作を教示する画面表示の本形態では、運転士は、現在速度表示領域に表示された
速度メータを参照しながら、運転操作教示領域に表示された各操作内容に従って運転操作
を行うことによって、前記走行パターン計画手段１０２が作成した速度パターンに追従す
るよう自列車を走行させることができる。
【００６７】
　本実施例の列車運転支援装置における図９の画面表示の特徴として、加速と速度維持に
関する内容は発車前に教示されているのに対し、減速に関する内容は、加速と速度維持に
関する教示より後のタイミングで教示される。減速に関する教示方法の別の方法としては
、ブレーキパターンの決定前は、おおよその減速開始位置の教示に留め、ブレーキパター
ン決定後に、より明確な情報を教示する方法も考えられる。この方法であれば、運転士が
駅間走行の全体感を予め把握し易くなる。なお、教示方法は図９に示すような画面上の表
示に限らず、音声による伝達手段が伴っていても良い。音声による伝達手段が伴うことで
、運転士の前方注視への影響を小さくすることができる。
【００６８】
　図１０は、運転操作を教示する画面表示の別形態であり、自列車が目標とすべき速度（
以下、これを目標速度と呼ぶ）の範囲に現在の自列車の速度を重ねて表示することにより
、速度のコントロールを運転士に促す場合の画面表示例である。
【００６９】
　この画面表示では、画面の縦方向と平行に時間軸が表示され、画面の横方向と平行に速
度を表す速度軸が表示される。この速度軸は、自列車が前の停車駅を出発してからの経過
時間に応じて画面の下側から上側に移動してゆくように表示される。またこの速度軸上の
そのときの自列車の速度に応じた位置には、これを表すマークが表示される。
【００７０】
　さらにこの画面表示には、前記走行パターン計画手段１０２が作成した速度パターンに
従って走行するために、自列車が目標とすべき経過時間ごとの速度範囲を表す帯状の模様
が表示される。
【００７１】
　従って、運転操作を教示する画面表示の本形態では、運転士は、自列車の速度を表すマ
ークが目標速度の範囲を表す模様内に位置するように自列車の速度をコントロールするこ
とによって、前記走行パターン計画手段１０２が作成した速度パターンに追従するよう自
列車を走行させることができる。
【００７２】
　本実施例の列車運転支援装置における図１０の画面表示の特徴として、加速区間と定速
走行区間の目標速度範囲が発車前に表示されているのに対し、減速区間の目標速度範囲は
加速区間と定速区間の表示よりも後のタイミングで表示される。減速区間に関する別の表
示方法としては、ブレーキパターンの決定前は、目標速度範囲を示す領域の色を薄くする
など、おおよその目標速度範囲表示に留め、ブレーキパターン決定後に色をはっきりさせ
るなどして、明確な情報を表示する方法も考えられる。この方法であれば、運転士が駅間
走行の全体感を予め把握し易くなる。なお、教示方法は図９に示すような画面上の表示に
限らず、音声による伝達手段が伴っていても良い。音声による伝達手段が伴うことで、運
転士の前方注視への影響を小さくすることができる。
【００７３】
　以上のように本実施例の列車運転支援装置７０１では、走行パターン計画手段１０２が
計画した走行パターンで自列車を走行させるための運転操作を運転士に教示する。従って
、運転士が列車を運転する路線に本列車運転支援装置７０１を適用することによって、第
１の実施例の自動列車運転装置と同様の効果を得ることができる。
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【００７４】
　以上が実施例２の説明である。
【符号の説明】
【００７５】
１０１…自動列車運転装置、１０２…走行パターン計画手段、１０３…制御指令算出手段
、１０４…最大全電気ブレーキ力特性設定手段、１０５…巡航速度設定手段、１０６…ブ
レーキパターン決定手段、４０１…到着時刻遵守可否判定手段、４０２…巡航速度決定手
段、６０１…駅間走行時分シミュレーション手段、６０２…到着時刻比較手段、７０１…
列車運転支援装置、７０３…教示内容作成手段

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】
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